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提出日：令和○年○月○日本注釈は削除してください。4．については、必要に応じて記載の行数を増やしてください。フォントサイズ、行間等は例示の通りに記載してください。大学名は法人格の記載は不要です。
提出日を記載して下さい。年度計画提出時以降、新たに招へい・受け入れ研究者が特定された場合は、本様式を改めて提出下さい。


研究セキュリティに関するアンケート


	国内受入機関名 
	○○大学




○アンケート
受け入れる国外研究者について
受け入れるすべての国外研究者（現時点で確定している者）の受け入れ後の状況について回答ください。

1. 受け入れる国外研究者に以下の者が含まれていますか。

· 安全保障貿易管理における「特定類型」[endnoteRef:2]に該当する者（例：日本の大学の教授であり外国の大学と雇用契約を結び教授職を兼職している者、外国政府から留学資金を得ている留学生、外国政府の人材獲得プログラムに参加し、多額の研究資金や生活費の提供を受けている研究者等）[endnoteRef:3]。
該当性判断は、安全保障貿易管理で定められているものと同じ[endnoteRef:4]とします。 [2:  「特定類型」の内容については、「外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」（経済産業省 貿易経済協力局）および「「みなし輸出」管理の明確化に関するＱ&Ａ」（経済産業省ウェブサイト　https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/minashi/minashiqa3.pdf）を参照ください。]  [3:  出典：経済産業省「令和５年度 大学等向け安全保障貿易管理説明会」における「安全保障貿易管理制度の概要」（https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/seminer/r5/meti5.pdf）。]  [4:  「特定類型」の該当性判断については、「外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」（経済産業省 貿易経済協力局）の「特定類型の該当性の判断に係るガイドライン」（別紙１－３）を参照ください。] 

· 経済産業省が公表している外国ユーザーリスト[endnoteRef:5]（以下、「外国ユーザーリスト」とする。）あるいは米国の統合スクリーニングリスト[endnoteRef:6]（以下、「米国CSL」とする。）に登録されている機関に所属している者（過去に所属していた場合も含む）。またはそれらの機関の研究者と過去2年の間に、共同研究・受託研究の実施または共著論文の執筆・公表や学会等での連名の口頭発表を行っている者。
該当性判断は、既に入手している情報および自己申告や公開情報を通じて通常把握しうる情報の範囲に基づくこととします。 [5:  外国ユーザーリストについては、経産省のウェブサイト（https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law05.html）を参照ください。更新された場合はそのページを確認し、最新版を利用してください。]  [6:  米国の統合スクリーニングリスト（CSL(Consolidated Screening List）)については、米国商務省国際貿易局のウェブサイト（https://www.trade.gov/consolidated-screening-list）を参照ください。また、JETROに「米商務省国際貿易局 統合スクリーニングリスト（CSL）の利用ガイド（2022年12月）」が掲載されているので参照ください。] 


	□ 含まれている　　　□ 含まれていない　（いずれか選択）




2. 受け入れる国外研究者に以下の者が含まれていますか。

· 経済安全保障や安全保障の観点から問題のある行為（営業秘密[endnoteRef:7]の不正な取得・使用・開示行為、国内外の輸出入規制に関する違法行為）を行ったことのある者、またはこれらに関して第三者から告発されたまたは当局から起訴されたことのある者。
該当性判断は、既に入手している情報および自己申告や公開情報を通じて通常把握しうる情報の範囲に基づくこととします。 [7:  「営業秘密」については、「株式会社等の営利事業を行っている組織に限らず、地方公共団体や国、大学や研究機関等であっても、事業活動を行う者である限り、営業秘密保有者となり得る」とされている（逐条解説 不正競争防止法　令和6年4月1日施行版（経済産業省 知的財産政策室編））。詳細は、経済産業省の不正競争防止法の関連サイトを参照ください（https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/index.html）。] 


	□ 含まれている　　　□ 含まれていない　（いずれか選択）
□ その他[endnoteRef:8]（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） [8:  その他の懸念事項（出身の組織（学科・研究室を含む）のウェブサイト等から軍事研究への関与が疑われる情報が確認できる場合等）がありましたらその内容を記載ください。] 




3. 今後、現時点では未確定の国外研究者の受け入れ決定を含め、新たに国外研究者を追加で受け入れる際は、 1．および2．に該当しないかを機関で確認し、これらに該当する者であっても追加したい場合は、JSTへ事前相談してください。

	□　記載内容に従います



4．上記１．および２．で、「含まれる」と回答した場合、リスクマネジメントの考え方
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